
荒川区障害者（児）移動支援費支給事業実施要綱

平成１８年９月２７日制定
１８荒福障第１００６号
（助役決定）
平成２１年３月３１日一部改正
平成２２年８月３１日一部改正
平成２５年３月２９日一部改正
平成２６年３月３１日一部改正
平成２８年３月３１日一部改正
令和　３年３月　９日一部改正
令和　３年３月２３日一部改正
令和　４年３月１８日一部改正
令和　７年１月１５日一部改正
令和　８年４月　１日一部改正

（目的）
第１条　この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第７７条第１項第８号の移動支援事業として、障害者及び障害児（以下「障害者等」という。）が外出する際に、移動の支援（身体介護を伴うものを含む。以下「移動支援」という。）の提供を受けるために要する費用について、区が移動支援費を支給することにより、外出が困難な障害者等の通院、通学、社会参加等を支援し、もって障害者等の福祉の向上に寄与することを目的とする。

（実施主体）
第２条　この事業の実施主体は、荒川区とし、移動支援の提供は、法の規定により都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者のうち、居宅介護における身体介護の提供事業所として認定を受けているもの及び荒川区社会福祉協議会（以下「移動支援事業者」という。）が行うものとする。

（支給対象者）
第３条　この要綱による移動支援費の支給を受けることができる者は、荒川区内に住所を有し、又は法で規定する実施機関が荒川区である障害者等であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす者（障害児にあってはその保護者とする。以下「支給対象者」という。）とする。
（１）　身体障害者手帳を所持する障害者等であって、次のいずれかに該当する者
　ア　屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者等
　イ　身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号の１級から３級までに該当する障害者等であって、両上肢及び両下肢の機能の障害を有する者又はこれに準ずる者
（２）　愛の手帳を所持する障害者等
（３）　精神障害者保健福祉手帳を所持する障害者等又は自立支援医療（精神通院医療に限る。）の対象となる者
（４）　区内の特別支援学級、学童クラブ、通所介護施設等又は都内の特別支援学校等に在籍する障害者等
（５）　その他区長が必要と認める者
２　前項の規定にかかわらず、現に入院し、又は障害者支援施設、児童福祉施設、救護施設、老人ホーム等（通所施設を除く。以下「障害者施設等」という。）に入所中の者は、支給対象者から除くこととする。

（移動支援の内容）
第４条　この要綱による移動支援費の支給の対象となる移動支援の内容は、次に掲げる移動時における移動の介助及びこれに付随する日常的な介助とする。
（１）　病院等への通院
（２）　公共機関、金融機関等での手続
（３）　文化教養及びスポーツ活動
（４）　特別支援学級、学童クラブ、通所介護施設、特別支援学校等への通学、通所等
（５）　冠婚葬祭
（６）　その他区長が必要と認める外出
２　前項の規定にかかわらず、同項に掲げる移動が次に掲げる事項を伴うものである場合は、移動支援費の支給の対象としないこととする。
（１）　通勤
（２）　営業活動
（３）　政治活動
（４）　宗教活動
（５）　宿泊を伴う外出
（６）　通年かつ長期にわたる外出（前項第４号に該当する場合を除く。）
（７）　その他社会通念上適当でない外出
３　第１項の規定にかかわらず、第６条第２項の規定により移動支援費の支給の決定を受けた者（以下「支給決定障害者等」という。）が次に掲げるサービスを受けることができる場合は、当該サービスは移動支援費の支給の対象としないこととする。
（１）　法第５条第３項の重度訪問介護、同条第４項の同行援護、同条第５項の行動援護又は同条第９項の重度障害者等包括支援により提供を受けることができるサービス（ただし、サービスを提供する事業者がない等の事由により、これらのサービスの提供を受けることができない場合を除く。）
（２）　介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定に介護保険サービスにより提供を受けることができるサービス
第４条の２　この要綱による移動支援費の支給の対象となる移動支援の方法は、次の各号に掲げる移動支援の
区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
（1） 個別支援型　支給対象者１人に対し１人のガイドヘルパーが支援を行う。ただし、２人のガイドヘ
ルパーによる支援が必要と区長が認める場合は、支給対象者１人に対し２人のガイドヘルパーが支援を行
う。
　（２）　グループ支援型　複数の支給対象者に対して同時に支援を行う。ただし、同時に支援を行う支給対
象者の数は、ガイドヘルパー１人につき２人までを上限とする。

（費用）
第５条　区長は、支給決定障害者等が、同項の規定により決定された提供期間（以下「提供期間」という。）内において、移動支援事業者から前条に規定する移動支援の提供を受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、別表に定める移動支援に要した費用（本人及びガイドヘルパーの交通費その他別に定める費用を除く。）について、移動支援費を支給する。

（受給申請等）
第６条　移動支援費の支給を受けようとする利用対象者は、障害者（児）移動支援費支給申請書（別記第１号様式）により区長に申請するものとする。
２　区長は、前項の規定による申請があったときは、第３条に定める要件に該当するか否かを調査し、移動支援費を支給することを決定したときは、当該障害者等の状況及び世帯状況等を調査し、別に定める基準に基づき移動支援費を支給する移動支援の提供時間数及び提供期間を決定の上、障害者（児）移動支援費支給決定通知書（別記第２号様式）により申請者に対して通知するとともに、障害者（児）移動支援受給者証（別記第３号様式）を交付することとする。
３　区長は、第１項の規定による申請について、移動支援費の支給を行わないことを決定したときは、障害者（児）移動支援費却下通知書（別記第４号様式）により申請者に対して通知する。

（提供時間数の変更）
第７条　支給決定障害者等が、現に受けている支給決定に係る移動支援の提供時間数の変更を希望する場合は、障害者（児）移動支援費変更申請書（別記第５号様式）により区長に申請するものとする。
２　区長は、前項の規定による申請があったときは、別に定める基準に基づき移動支援の提供時間数の変更の要否を調査し、変更を決定したときは、障害者（児）移動支援費変更決定通知書（別記第６号様式）により申請者に対して通知する。
３　区長は、前項の規定による決定を行ったときは、障害者（児）移動支援受給者証を回収し、変更後の提供時間数を記入し、再交付することとする。
４　区長は、第１項の規定による申請について、移動支援の提供時間数を変更しないことを決定したときは、障害者（児）移動支援費変更却下通知書（別記第７号様式）により申請者に対して通知する。
（申請内容の変更等）
第８条　支給決定障害者等は、支給期間内において、次に掲げる事項に該当した場合は、障害者（児）移動支援費変更届（別記第８号様式）により区長に届け出なければならない。
（１）　住所、氏名その他申請書に記載した内容に変更があったとき
（２）　第３条第１項の要件に該当しなくなったとき
（３）　入院し、又は障害者施設等に入所したとき
（４）　その他移動支援の提供を受ける必要がなくなったとき

（支給方法）
第９条　支給決定障害者等は、移動支援の提供を受けたときは、当該移動支援の提供に要した費用の額に係る移動支援費の受領を、移動支援事業者に委任するものとする。

（代理受領）
第１０条　移動支援事業者は、前条の規定により移動支援費を代理受領する場合は、あらかじめ障害者（児）移動支援費の代理受領申出書（別記第９号様式）を区長に提出するものとする。
２　前項の規定による申出をした移動支援事業者は、移動支援費の支払を受けようとするときは、１月ごとに、次に掲げる書類を区長に提出するものとする。ただし、区長が認める場合は、次に掲げる書類のうち一部の書類の提出を省略することができる。
（１）　請求書（別記第１０号様式）
（２）　明細書（別記第１１号様式）
（３）　実績記録票（別記第１２号様式又は別記第１３号様式）
（４）　代理受領に係る支給決定障害者等からの委任状の写し
（５）　その他区長が必要と認める書類
３　区長は、前項の規定による請求があったときは、その内容等を審査し、適当と認めたときは、速やかに移動支援事業者に移動支援費を支払うものとする。
４　前項の規定により移動支援事業者に対し区長からの支払があったときは、支給決定障害者等に対して移動支援費の支給があったものとみなす。

（移動支援事業者の調査）
第１１条　区長は、本事業に係る業務の適正な実施を図るため、移動支援事業者に立ち入り、サービスの内容を調査し、必要な措置を講じることができる。

（支給決定の変更、資格喪失又は取消し）
第１２条　区長は、第８条の規定による届出があったとき、若しくは同条各号に規定する区長に届け出るべき事実があることを確認したとき、又は偽りその他不正の手段により移動支援費の支給を受けた事実があることを確認したときは、速やかに支給決定を変更し、喪失させ、又は取り消すものとする。
２　区長は前項に規定する変更、資格喪失又は取消しの措置を行った場合は、障害者（児）移動支援費支給決定（変更・喪失・取消し）通知書（別記第１３号様式）により通知するものとする。

（不正利得の返還）
第１３条　偽りその他不正の手段によって、移動支援費の支給を受けた者があるときは、区長は、その者から、支給額の全部又は一部を返還させるものとする。

（その他）
第１４条　この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に当たり必要な事項は、福祉部長が別に定める。

　　　附　則
１　この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。
２　荒川区障害児移動介護費助成事業実施要綱（平成１８年６月９日付け１８荒福障第４５６号）は、廃止する。
３　この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）前に区長が行った法附則第８条第１項第５号の外出介護に係る支給決定及びこの要綱による廃止前の荒川区障害児移動介護費助成事業実施要綱（以下「廃止前の要綱」という。）の規定による移動介護の提供の決定（第４条第２項に該当する場合を除く。以下「介護支給決定等」という。）又はこの要綱の施行の際現に区長に対して行っている法附則第８条第１項第５号の外出介護の支給及び廃止前の要綱の規定による移動介護の提供に係る申請その他の行為（以下「申請等の行為」という。）は、施行日以後においては、この要綱の規定より区長が行った介護支給決定等又は区長に対して行った申請等の行為とみなす。

附　則
この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。
　　　附　則
この要綱は、平成２２年９月１日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。
附　則
この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。
附　則
この要綱は、令和　３年４月１日から施行する。
附　則
この要綱は、令和　３年４月１日から施行する。
附　則
この要綱は、令和　４年４月１日から施行する。
附　則
この要綱は、令和　７年４月１日から施行する。
　　附　則
この要綱は、令和　８年４月１日から施行する。





別記第１号様式（第６条関係）

障害者（児）移動支援費支給申請書

年　　　月　　　日


荒川区長　殿


住所　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


障害者（児）移動支援費支給を受けたいので、下記のとおり申請します。

	ﾌﾘｶﾞﾅ
氏名
	
	生年月日及び年齢
	
　　　　　　　年　　　月　　　日
（　　　歳）

	住所
	

	電話番号
	

	手帳
	手帳の有無
	有・無
	手帳の種類
	１　身体障害者手帳
２　愛の手帳（療育手帳）
３　精神障害者保健福祉手帳

	
	手帳番号
	第　　　　　　　　号

	
	等級
	級

	
	障害名
	

	通学先、
通所先等
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　




別記第２号様式（第６条関係）

年　　　月　　　日
様

荒川区長

障害者（児）移動支援費支給決定通知書

　　　　年　　　月　　　日付けで申請のあった障害者（児）移動支援費支給については、下記のとおり決定しましたので通知します。
記

	認定番号
	荒移第　　　　　　　　号

	氏名
	

	サービスの提供を受ける障害者（児）
	

	提供時間数
	

	提供期間
	　　　　　　年　　　月　　　日から　　　　　　年　　　月　　　日まで



（支給条件）
１　次の場合は届けてください。
・住所を変更したとき。
・入院又は施設に入所したとき。
・その他申請書に記載した事項に異動が生じたとき。
・移動支援の提供を受ける必要がなくなったとき。
　２　移動支援の提供を受けたときは、当該移動支援の提供に要した費用の額に係る移動支援費の受領を、移動支援事業者に委任してください。
３　１の届出があったとき、若しくは区長において届け出るべき事実があることを確認したとき、又は偽りその他不正の手段により移動支援費の支給を受けた事実があることを確認したときは、この支給決定を変更し、資格を喪失させ、又は取り消すことがあります。
４　偽りその他不正の手段によって移動支援費の支給を受けた場合は、区長は、支給額の全部又は一部を返還させるものとします。

（教示）
　　この決定に対する審査請求及び取消訴訟の提起に関しては、別紙の「審査請求及び取消訴訟の提起に関する説明」をお読みください。

問い合わせ先　　〒１１６－８５０１　　東京都荒川区荒川二丁目２番３号
荒川区　　　　部　　　　課
電話　０３（３８０２）３１１１　　内線

別紙

審査請求及び取消訴訟の提起に関する説明

１　この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、荒川区長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。
２　この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、荒川区を被告として（訴訟において荒川区を代表する者は荒川区長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、当該裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。

別記第３号様式（第６条関係）
（一）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（二）
	

障害者（児）移動支援受給者証
	
	支給決定内容

	受給者
	番号
	荒移第　　　　　　　　　　号
	
	提供時間数
	

	
	住所
	
	
	
	

	
	ﾌﾘｶﾞﾅ
	
	
	
	

	
	氏名
	
	
	提供期間
	
年　　　月　　　日　から

年　　　月　　　日　まで

	
	生年月日
	
	
	
	

	児童
	ﾌﾘｶﾞﾅ
	
	
	
	

	
	氏名
	
	
	提供時間数変更の記載欄

	
	生年月日
	
	
	
	変更年月日
	年　　月　　日
	区確認

	
	
	
	
	
	変更後
提供時間数
	
	印

	交付年月日
	年　　　月　　　日
	
	
	
	
	

	
荒川区長　　　　　　　　　　　　印
荒川区　　　部　　　課
東京都荒川区荒川二丁目２番３号
電話　03-3802-3111　　内線
	
	
備考
	変更年月日
	年　　月　　日
	区確認

	
	
	
	変更後
提供時間数
	
	印

	
	
	備考
	



（三）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（四）
	事業者記入欄
	
	注意事項
１　この証は、各ページをよく読んで大切に持っていてください。
２　移動支援を受けようとするときは、必ずこの証を事業者に提示してください。
３　提供期間を経過したときは、移動支援を受けられませんので、提供期間の経過する前に、荒川区長にこの証を添えて、再申請してください。
４　提供時間数の変更をする必要がある場合は、時間数の変更の申請をすることができます。
５　この証の１ページの記載内容に変更があったときは、この証を添えて、速やかに荒川区長に届け出てください。
６　この証を破損したり、汚したり、又は紛失したときは、速やかに届け出て、再交付を受けてください。
７　受給者の資格がなくなったときは、直ちに、この証を、荒川区に返還してください。

	１
	事業者名
	
	
	

	
	契約時間数
	月　　　時間　　　分
	
	

	
	契約年月日
	年　　　月　　　日
	
	

	２
	事業者名
	
	
	

	
	契約時間数
	月　　　時間　　　分
	
	

	
	契約年月日
	年　　　月　　　日
	
	

	３
	事業者名
	
	
	

	
	契約時間数
	月　　　時間　　　分
	
	

	
	契約年月日
	年　　　月　　　日
	
	


　

別記第４号様式（第６条関係）


年　　　月　　　日


様


荒川区長


障害者（児）移動支援費却下通知書


　　　　年　　　月　　　日付けで申請のあった障害者（児）移動支援費支給については、下記のとおり却下することに決定しましたので通知します。


記

	氏名
	

	却下理由
	１　サービスの提供を受けようとする障害者（児）の障害が、障害者（児）移動支援の状態ではないため。

２



（教示）
　　　この決定に対する審査請求及び取消訴訟の提起に関しては、別紙の「審査請求及び取消訴訟の提起に関する説明」をお読みください。

問い合わせ先　　〒１１６－８５０１　　東京都荒川区荒川二丁目２番３号
荒川区　　　　部　　　　課
電話　０３（３８０２）３１１１　　内線





別記第５号様式（第７条関係）


障害者（児）移動支援費変更申請書

年　　　月　　　日


荒川区長　殿


住所　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


障害者（児）移動支援費支給内容の変更を受けたいので、下記のとおり申請します。

	障害者（児）の氏名等
	ﾌﾘｶﾞﾅ
氏名
	
	生年月日及び年齢
	　
　　　　年　　　月　　　日
（　　　歳）

	
	住所
	

	
	電話番号
	

	
	手帳
	手帳の有無
	有・無
	手帳の種類
	１　身体障害者手帳
２　愛の手帳（療育手帳）
３　精神障害者保健福祉手帳

	
	
	手帳番号
	第　　　　　　　　号

	
	
	等級
	級

	
	
	障害名
	

	
	通学先、
通所先等
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	現在の決定内容
	提供時間数
	

	
	提供期間
	　　　年　　　月　　　日から　　　　　　年　　　月　　　日まで

	変更を必要とする理由
	




別記第６号様式（第７条関係）
年　　　月　　　日

様
荒川区長


障害者（児）移動支援費変更決定通知書

　　　　年　　　月　　　日付けで申請のあった障害者（児）移動支援費変更については、下記のとおり決定しましたので通知します。

記
	認定番号
	荒移第　　　　　　　　号

	氏名
	

	サービスの提供を受ける障害者（児）
	

	変更後提供時間数
	

	提供期間
	　　　　　　年　　　月　　　日から　　　　　　年　　　月　　　日まで



（支給条件）
１　次の場合は届けてください。
・住所を変更したとき。
・入院又は施設に入所したとき。
・その他申請書に記載した事項に異動が生じたとき。
・移動支援の提供を受ける必要がなくなったとき。
２　移動支援の提供を受けたときは、当該移動支援の提供に要した費用の額に係る移動支援費の受領を、移動支援事業者に委任してください。
３　１の届出があったとき、若しくは区長において届け出るべき事実があることを確認したとき、又は偽りその他不正の手段により移動支援費の支給を受けた事実があることを確認したときは、この支給決定を変更し、資格を喪失させ、又は取り消すことがあります。
４　偽りその他不正の手段によって移動支援費の支給を受けた場合は、区長は、支給額の全部又は一部を返還させるものとします。

（教示）
　　　この決定に対する審査請求及び取消訴訟の提起に関しては、別紙の「審査請求及び取消訴訟の提起に関する説明」をお読みください。

問い合わせ先　　〒１１６－８５０１　　東京都荒川区荒川二丁目２番３号
荒川区　　　　部　　　　課
電話　０３（３８０２）３１１１　　内線
別記第７号様式（第７条関係）


年　　　月　　　日


様


荒川区長


障害者（児）移動支援費変更却下通知書


　　　　年　　　月　　　日付けで申請のあった障害者（児）移動支援費変更については、下記のとおり却下することに決定しましたので通知します。


記

	氏名
	

	却下理由
	




（教示）
　　　この決定に対する審査請求及び取消訴訟の提起に関しては、別紙の「審査請求及び取消訴訟の提起に関する説明」をお読みください。


問い合わせ先　　〒１１６－８５０１　　東京都荒川区荒川二丁目２番３号
荒川区　　　　部　　　　課
電話　０３（３８０２）３１１１　　内線



別記第８号様式（第８条関係）


障害者（児）移動介護支援費変更届


年　　　月　　　日


荒川区長　殿


住所　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

下記のとおり障害者（児）移動支援の申請の内容が変更になったので届け出ます。

	受給者氏名
	
	認定番号
	荒移第　　　　　　　　号

	変更事由
	１　住所
２　氏名
３　その他
（　　　　　）
	変更前
	

	
	
	変更後
	

	
	受給資格の消滅
	１　荒川区の住民でなくなった。
（新住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２　入院し、又は障害者施設等に入所した。
（施設名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３　その他支給の要件に該当しなくなった。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４　辞退


	変更事由の発生年月日
	年　　　月　　　日





別記第９号様式（第１０条関係）


年　　　月　　　日


障害者（児）移動支援費の代理受領申出書


荒川区長　殿


　　　　　所 在 地
事業者　　事業者名
　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　印


以下のとおり、代理受領について申し出ます。


１　代表者名

２　事業者名

３　事業者の所在地及び電話番号
（１）　所在地
（２）　電話番号


別記第１０号様式（第１０条関係）

	
障害者（児）移動支援費請求書


荒川区長　殿


	
	請求金額
	円
	

	


	
	内　　訳
	年　　　月分
	

	
	
	請求種目名
	明細書件数
	金額
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	合計
	
	

	
上記のとおり請求します。
年　　　　月　　　　日

	
	請求事業者
	住所
（所在地）
	〒
	

	
	
	電話番号
	
	

	
	
	名称
	
	

	
	
	代表者名
	印
	

	





別記第１１号様式（第１０条関係）

	
障害者（児）移動支援費明細書
（身体介護を　伴う・伴わない）

	
	年　　　　月分
	

	

	
	認定番号
	荒移第　　　　　号
	
	事業者名
	
	

	
	支給決定者名
	
	
	
	
	

	
	障害者（児）氏名
	
	
	地域区分
	
	

	

	
	費用の額の計算欄
	開始→終了時間帯
	サービス内容
	単価
	回数
	当月算定額
	摘要
	

	
	
	日中
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	早朝・夜間
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	深夜
	
	
	
	
	
	

	
	
	深夜→早朝
	
	
	
	
	
	

	
	
	早朝→日中
	
	
	
	
	
	

	
	
	日中→夜間
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	夜間→深夜
	
	
	
	
	
	

	
	
	早朝→日中→夜間
	
	
	
	
	
	

	
	
	日中→夜間→深夜
	
	
	
	
	
	

	
	
	当月費用の額合計
	
	
	

	
	




別記第１２号様式（第１０条関係）

	障害者（児）移動支援サービス提供実績記録票


	認定番号
	荒移第　　　　　　号
	支給決定障害者等氏名
（児童氏名）
	

	契約支給量
	身体介護を
伴う
	時間
	身体介護を
伴わない
	時間

	事業者及び
その事業所
	

	日付
	曜日
	サービス内容
	サービス提供時間
	算定時間数
	派遣人数
	サービス提供者欄
	利用者
確認欄

	
	
	
	開始時間
	終了時間
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	身体介護を伴う
合計
	
	

	身体介護を伴わない
合計
	
	

	合計
	
	

	（　　　枚中　　　枚目）




 

別記第１３号様式（第１０条関係）

	障害者（児）移動支援サービス提供実績記録票


	認定番号
	
	荒移第　　　　　　号
	支給決定障害者等氏名
（児童氏名）
	

	契約支給量
	
	身体介護を
伴う
	時間
	身体介護を
伴わない
	時間

	事業者及び
その事業所
	

	日付
	曜日
	サービス内容
	区分
	サービス提供時間
	算定時間数
	派遣人数
	サービス提供者欄
	利用者
確認欄

	
	
	
	個別
	グループ
	開始時間
	終了時間
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	身体介護を伴う
合計
	
	

	身体介護を伴わない
合計
	
	

	合計
	
	

	（　　　枚中　　　枚目）



